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植民地からの悲鳴に近い貨幣を求める声に応えて，そしてまた本国による統

治の必要性から，あるときは稀少貨幣を過高評価したり，あるときは各種貨幣

の換算の手直しをしたり，そしてあるときは，各植民地の実情に合わせて，た

とえば colonialdollar のようなすでに変形きせられた貨幣と同種の鋳貨を鋳

造さえして，貨幣不足の解消を図った政府の措置のことごとくは失敗して Lま

った。生産の組織化の初期にある言葉の本来の意味に治ける植民地では，退蔵

貨幣という貨幣のゾ ノレをもた"貨幣はただ本国を通じる経路でしか調達で

きなかったが， しかし，周辺の巨大経済固との貿易赤字が本国政府の手で供給

された貨幣をただちに流出させてしまうために，少なくとも対外取引きの撹乱

的要素から自己を遮断しないかぎり，貨幣流出→貨幣供給→貨幣流出の悪循環

は断も切わるものではなかった。 tc立たま入手した貨幣は流出を防止する措置
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の累積から変形に変形を重ね， 19世紀初頭の貨幣状況の混乱はその極みに達し

ていた。イギリス政府の対処策ですら混乱に新たな要素をつけ加えることにし

かならなかったのである。イギリス資本の対外投資の本格的活動期を迎えるた

めには，植民地における貨幣の混乱は一刻も早〈終息させられねばならなかっ

た。その意味では幣制の整埋はすでに吸着している植民地の資本の要請だけで

はなしこれから世界市場に流出しようとするさいの経路を整備する本国資本

の要請でもあったと言える。

しかし，本国で銀を調達し，その鋳造貨を植民地に積送するというこれまで

のパター γ は，肝心の銀の調達が困難になったことから放棄されねばならなく

なった。 1820年代にアメリカにおけるスペイン領の独立闘争が激化して，スベ

インとの交易を通じるイギリスの銀調達ノレートが細くなったからである"。 現

実には植民地に対する貨幣供給といっても，そのほとんどは植民地駐屯の軍

隊に対する本国の経費負担のルートを通じてなされていたのであるが，年平均

数百万ポンドにのぼるこの費用はスベイ:/'ドルの積送で賄われていたために

(Chalmers， A Histary 0/ CUlァencyin the British Colcmies， 1893， p. 24，参照)， ド

ル調達の困難さは本国にこのシステムを根本的に見直させる契機となったので

ある。ときまさに，本国が1816年の金貨条例で，ソヴリン貨を本位貨に'"リ

ング貨を補助貨に位置づけることに成功した直後であった。この経j緯からする

かぎり， ドル調達の困難さという事情がなくても，軍費支払いの便宜さのみを

求める措置を超えて，植民地の幣制そのものの改革はいずれは姐上にのぼって

きたもりと思われる。

しかし， 1810 -20年代にか付ての試みの延長続上に 1825年の TreasuryMi-

nuteは位置していたと見なされねばならない。それは本国による植民地への銀

貨の供給と，植民地政府手形の発行ジステムとを結合させて，安定した補助貨

1) マルクスによれは， 1l810-Zl芦f'， アメリカ植民地のスへインに対する聴いと，諸革命による
鉱山労働の中絶との結果，貴金属の年平均生産は，なかば以上減退していた。ヨーロツバと流通
した鋳貨の減退は， 1829年を1809年と比紗すれば， ほとんど 6分の 1に達したJ(向坂漣郎訳.

『経済学批判ふ新日潮社， 149ベーぬという。
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を定着させること，すなわち，対外決済用貨幣と国内流通用貨幣とのできるか

ぎりの切断を図るものであった。前節で述べたように，このような試みは，す

でに局地的には以前から存在していたのであるが，供給される銀貨がスベイン

・ドルではなくシリング貨であり，その継続的追加的積送ができるだけ避けら

れていたこと，そのためにこのシステム全体に対して本国の Treasury宛スタ

ーソング手形のはたす役割がこれまでよりも大きくなることが期待されていた，

という点に TreasuryMinuteの新しい意義は存在していた。

現実には， わずか10年足らず CMz"nu胞の企図は失敗したが， イギリス本

国の幣制に似せた植民地の幣制統事業がはじめて体系的に構想されたという

点で，それはその後 100年以上に亘る植民地幣制改苧の起点となるものであっ

たペ過去の相継ぐ失敗の経緯からすれば，やっと混乱に結着をつけた本国の

幣制を媒介にすることによってしかもはや展望は開かれぬ， と当局が見なすよ

うになったのも当然のことだったろう。しかし，本国の幣制jを体現する γ リY

F貨の導入により植民地幣制を統一するという自己の主観的願望が，ストレー

トに実現Lなかったという点に世界市場の個有の論理は存在していたのである。

が，苦しい試行錯誤を通して本国政府は感性的なものであれ，この面のプリミテ

ィブな認識から大きく前進することになる。この Minuteからカレンシィ・ポ

2) 植民地の貨幣に関する決定権は本国国王の大権であったが，実際には本国の大蔵省と植民省の
合議事項であり，とくに大蔵省の通貨理事会¢発言力が強かったれ内容が決定されると Order-in-

Councilによる認可申形で植民地総督に伝えられ，総督の布令によって施行きれる巴ただーロに
植民地と言っても貨幣の統制機関「よって当時は 3つに大別される。第1クラスはCouncilAct 

によって自身の通貨の統制権をもっ植民地で，ヱュ ・サウスウェ ノレズ，グーフなどがとれに
属していた。貴世内閣が付与されることになる植民地である。第2グラスは総督と立法機関によ
り統制されるが，民間人の意向が強〈反映されるもので，モ リツャスはこのクラス。第 3グラ
スは総督ないLは立法会議により専-11')に決定されるもので，セイ凶ンはこのグラスロもちろん，
貨幣鋳造権については国主の大権であり，常に Order-in-Councilの権威が必要であったが，そ
の他の事項については予め大蔵省の諒解さえつけておけば，それぞれの植民地(上記の 3群の諸
規制のもとで〉の行政事項であった。R.Chalmers， A Histoη ofCu門官 cyin the British 
α10叩 es，1893. pp. 38-44; H. A. de S. Gunasekera， Fro田 Dependentα117-encyto 

Central Ranking in Ceylon， Bell and Sons， 1962， p. 9 スタ リゾグ手形発行の行政措置
については上記の区分に従った。 c. f. Sy血eySmith Ben. Colonia1 Administrati開 of

C問 atBrit田 町 1959，rcp. Duwsons of Pall Mall， 1968， pp. 294-6 
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ード・システムに至るプロセスは，まきにこのことの表現であった。 Treasury

M問 ute0/1825の前文では幣制改草の目的が次のような章句で語られている。

「戦時中，一時的緊急的要請という圧力のもとで，あるいは地域的，特殊な

便宜性という意図のもとに，これら多数の植民地と属領でつくり出されたもの

ではあるが，しかし私的にも公的にも甚大な不便を醸出してしまった多様で

変動的で異常な貨幣， という状況下にある地域に対して，今日の平和時と，わ

れわれしが採りうる諸手だてを講じることによって，公的サーヴ 4スに関する全

取引きのための固定的かっ一様な交換手段を供給することが，極めて便亘:であ

るヲ と当局は考えるJ(R. Chalmers，品id.，1893， p. 147，より〉。

Minuteにはニュー・サウス・ウェーノレズ， ンヱラ・レオネ， モーリ r ャス，

ケープ，セイロンの 6つの植民地の貨幣事情り説明が附せられている。その中

でも次の諸点がこの改章の具体的目標とされている。第1に呼称の混乱をスタ

ーリング単{すで統一させると在。第 2に取引き形態，お上「戸地域間によっで異

なっていた各種外国鋳貨のスターリング換算率を統一すること，そのきいロン

ドンとパリにおける鋳造価格で評価する。第 3に課税はスターリング単位で表

示し，軍・政府の公的取引きはできるかぎりイギリス銀貨を使用する。第4に

各種不換紙幣を政府のロンドン宛スターリング手形により回収する。以上4点

であった。見られるように， この Minuteは本国がスベイン・ドルを収集し

て，植民地駐屯軍に積送、する手数と経費を節約しつつ，あわせて V リング貨の

使用による鋳造利益の確保を狙うという限定的意図を大きく超えるものであっ

た。 Chalrnersによれば単なる軍への支払いの便宜だけではなく， iイギリス

の太鼓の聞こえてくる地域の全てにシリング貨を流通させJ(Chalmers， ibid.， p 

23) る意図を本国の Treasuryはもっていたとしヴ。しかし，他の外国鋳貨に

とってかわって， シリング貨の排他的流通という ζ とまでは考えられていなか

ったにせよ，併行流通の実現自体が至難の業である点について当局はこの段階

ではまだ気づいていなかった。これまでのローカノt.な自然的幣制とは異なわ

本国の整備された幣制の休現者であり補助貨であるジリング貨を導入しさえす
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れば，植民地に懸案の安定的補助貨を定着させることができる，との楽観的見

;mししかもっていなかったのである"。

この改革案が描いていた Y ステムは簡明であり，それなりに斉合的体系をも

つものであった。暗示的にしか述べられていないものも含めて，要約すれば以

下のようになるだろう o

(i) スベイン・ドルをはじめとする各種外国鋳貨の価値を地金価値に従って評

価して，スターリング単位で表示すること。そのさい，イギリスの標準銀 1ト

ロイ・オンス =58.2d. 0)鋳造価格巴換算する乙とにする。標準銀 1olンスは

444グレインの純銀を含有しており，完全重量の 1スペイン・ドルは 370.9グレ

イン含有しているので. 1スベイン ドル=51.79d となることから 1ドルニ

48.4d に固定する。因みに当時の標準銀1オYスの市場価格は58であった。

(ii) 本位貨は究極的にはソヴリン金貨になるが，植民地の実状に照応して他の

外国鋳貨の事実上の無制限法貨性を奪うものではない。そしてそれらの価値は

全てスターリング単位で表示されることになる。したがって，植民地における

全経済取引きはスターリンク。単位で契約されることを原則とする。

(凶植民地における全取引きが究極的にはシリング貨でなきれることを期待L

て，:'J，くとも軍・政府の公的取引きは可能なかぎりシリング貨を使用すること。

(同 しかし， γ リング貨はあくまでも補助貨であり，名目価値炉実質価値を上

廻っているので，名目価値を保つベ<.名目価値通りに現地政府の出納部で受

領することへ

3) 当時のイギリスの植民地行政が明確な目標のもとに整備されたものではなかったことは注意さ
れねばならない。 T，問管G白f

ヰ率三(スへイン ドノルレ白軍による換捧率一筆者注)はすでに旧くからの慣符でありι，その多ぐは公
的権威に基〈もりであつたはずだが' その起源についての明碓な記最は本省にはなL、J (Chal 

mers， o.ρ cit.， p. 417)，とあるように Treasury 自体が植民地の貨幣事情には疎かったよう
だロ

4) 植民地におけるシリング銀貨とソヴりン金貨との交換については何の規定もないが，後の方
ストラリア ソヴリン貨を除けば行政措置として事実上吏換される ζ とはなかった。しかL.す
でに doubloon金貨が本位貨となっていた西インド諸島についても， この金貨と由主換規定を
定めなかったことがとの地の幣制の混乱を深める原因となった。しかし，西イ γ ド諸島の幣制に
ついても最終的にば，金交換の規定を導入するこ Pに上勺てではなく，抽なら向佐官 doubloonノ
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(v) シリング貨を対価に本国 Treasury宛スターリング手形を現地で発行する

こ と。これはずリング銀貨の対ソヴリン貨の名目価 値を保つためであると同時

に，補 助貨シリング貨の本国への還流を抑止するためでもある。スベイン・ド

ルやノレピーなどの事実上の無制限法貨もこれに準じる。手形は30日サイトのも

ので 3%の手数料をとる530

(羽) 以 上 の 措 置 を 遂行すべく Treasuryは各植民地にシりング銀貨のストック

を保有する。 このスト ッ ク 形 成 の た め に Treasury は初発のシリング銀貨を

各植民地に積送する。しかし0/リング貨の現地循環を期待してできるだけ追

加的供給 は さ し 控 える。すなわち，本国から植民地の銀経理部に積送されたシ

リング貨は軍・政府の 経 費 と し て 植 民 地 の 商 人 に 支払われることにより現地の

流通に入る。他方，本同への送金を 4払要止する植民地の商人は収集 IJてシ日ン

グ貨を対価に銀経理部において 39百の固定率 (1001当たり 1031の払込み〕

の 手数料でロンドン宛 Treasury手形を入手できるので， これを本国に郵送す

¥の亮貨で対処しようとしたのである。 l'酉インド諸島の新しい鋳貨はこの地域にイギリスの鋳貰

を再度導入させる措置と品拡!'t>Jl:-結びついたものであろう点については代表たちは熟知してい

たJ.という 20世紀初頭の本国と西インド諸島と¢角速をみても，木閏の本位貨の流通を許さね方
針はずっと堅持されていたようだ。 c.f. Report o'/t Closer ，1ssociation of the British West 

Jndian Colフnies，1947 (Cmd. 7291)， p. 26 
5) もともとこり手数料')3拍は暫定的なもり C事態山推移に応じ L変更する含みがあった

(Tγσα 山 ry九1inute;Chal皿 ers，op. cit.， p. 419)。 たとえば，当時オ ストラリアなどの正

貨輸送費は 3弘よりはるかに低ρ水準にあったという (Chalmers，ibid.. p. 25)， 1827:年にはこ

の比率は1.5%に引き下げられている (ibid.，p. 26)0 しかし，政府の手形尭行条件が最低限度

を明示したものではなく，事情η如何にかかわらず，対スターリ γグ レートを固定したもので

あったということは，当局が手府発行自体のごのシステムで占める位置の重要書性についてそわほ

ど重視していなかったことを示している。カレンシイ ボ ド γ ステムとならんで，本国によ

る幣制改本の 応の完成事態であるイ γ ドの幣制に占めるメタ リソグ手形の位置の重要性につ

いては. ]. M ケインスの次の言葉があふ 「行政処置の問題としてP 政府はカルカツタにお
いて提供されるノレピ 組貨の対価として. 1ノレピーにつき 1シリング3ベンス32分の29より不利

にならない相場で，ロンドンにおいて支払われるスタ リング手形を売る。この方法は，ルピ一

白スターリソグ個目直を維持するためには絶対に必要なものであり，そして蚊府はそれを粧持する

ために拘束力のある責任をとコてはこなかったけれども， もしそれが履行されなければこの制度

の完全な崩壊をもたらすと考えてさしっかえないであろう J (則武保夫，片山貞雄訳『ケインズ

全集』第1鞄東洋経済新報社. 6ベーの。女出症療法的な植民地の幣制改革の積み重ねででき

あがってきたものが，後になって合理的論理性を与えられるようになるというりも幣制改革を貫

〈特異な特徴である.
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るなり，外国の債権者に対する決済用に使用するなどして，送金需要を充すこ

とができる。銀経理部に流入したシリング銀貨は次の軍・政府経費の支払いに

あてられるととになる。この措置によりシリング銀貨は植民地内部で循環する

だけで，原理的にほ本国に還流しない。スペイン・ドんや他の外国鋳貨に対し

でも同じく Treasury手形の発行に応じることにすれば，これら鋳貨の流出も

防止できるはずである。但し子形発行はイギリ λ鋳貨に対する乙とを優先する。

同 これまでの種々の事情から事実上不換紙幣化して，名目価値から大幅に通

用価値が低下してしまっている紙幣 (Treasurynotes) をシリン F貨ないし

は Treasury宛スターリング手形を対価に回収すること。 あるいは， もし植

民地政府の財政に余裕があるならば，金属鋳貨により紙幣の回収をできるかぎ

り行なうこと。以上である山

これは本国政府による銀貨供給左手形発行との結合というこれまでモーリシ

ャスやセイロンで局地的に試みられていたシステムが， シリング貨を通じる本

国幣制への密着という新しい装置のもとで，全植民地を対象としたはるかに大

きな舞台で遂行されることを意味するものであった。

しかし， システムの斉合性が，そのまま事態の進行を規定するわけではない

し，いわんや事態の進展にもかかわらず斉合性が常に堅持されるものでもない。

現実には， システムの結節点のいくつかが事態の中に正しい位相をつかめずに

その結び目を解かれてしまい，これがシステム全体の崩壊へと導いたのである。

このシステムの基本形はその後 100年に亘る幣制改革の試みのなかに繰旬返し

再現されることになるのだが，その改革史を貫く世界市場とイギリス資本との

確執の論理とは，この結節点、の強化をめぐる確執以外の何ものでもなかった。

幣制改革の成否はシステムの斉合性の正否よりも，宗主国資本および吸着した

ローカルの資本の成熟度と力量とにかかっていたと見なしてもよいのである。

しかし，資本が感覚的につかんだ世界市場への適応の論理を明示化するには，

この過程そのものに接近する作業が不可欠となってくることはいうまでもない。

きて，このシステムを支えz主要な結節点は 5つあったと考えられる。 1つ
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は，"'-ベイン・ドノレをはじめとする外国鋳貨のスターリング単位での換算の問

題， 2つは，補助貨シリング銀貨の， とくに金鋳貨との名目価値での先換の問

題 3つは，ロンドン宛スターリング手形の外国為替市場支配力の問題 4つ

は，紙幣回収後の通貨的空白の穴埋めの問題，最後に， システム全体を作動さ

せる媒体一具体的には銀行組織-0)問題である。もし，1825年の改革J の失敗

因を端的に指摘するとすれば，よ二のンスアムの結節点を強固に維持するためり

伏線が張られることなく， システムそのものが無媒介に現実に対峠させられた，

という点が挙げられるだろう。当局自体がこのシステムそのものの壮大さに無

向覚であったと正もあるが，防禦措置を伴わぬ壮大なだけの体系は現実の反接

になす術もなく結節点を飛び散らせるだけに終 η てしまったのである。以下5

つの結節点について逐次検討して行こう。

V 植民地におけるシリンゲ銀貨の運命

第 1の各種鋳貨の換算の失敗については，これら鋳貨のシリング貨に対する

〈したがって，ソヴリン貨に対する〕過高評価にその原因があり，この点が多く

の論者によって1825年の改革の基本的誤謬と言われているものであるヘ実際，

当時のイギリスでは銀貨は完全にソヴリン金貨の徴章にすぎなくなっていたの

で，当時の銀貨の鋳造価格は正確に時の金銀比価を反映したものではなかった。

しかも， 1825年の銀の鋳造価格とは 200年以上も前のエリサ'ベス鋳造法で決め

られたものだったりである。銀の鋳造価格ではなく当時のロンドンの市場価格

で換算すれば， 1スペイン・ドノレニ48.4d ではなく， 4s. 2d になるはずであ

ッた。結果的に外国銀鋳貨は一様にスターリ"/Y (したがってモの体現者であ

6) 1838年四 JamesPenningtonの手になる笹正案D中でこD点の指摘はなされている。 c.f 

Circu1ar Letters (2) to Colonies of 15th Scptcmber 1938， No. 1 (Chalmer.s， upιμ ，p 

426)。後の論者たちの評価はこ町 Penningtonov指摘に従ったもDである. しかし， 1873年ま
では，ニユ}ゴークの商業取引きにおけるλ タ リング換算が..:.(I~1601年エリザヘス蹄造法を基

礎にしてレたものであることを， われわれは無視してはならないであろう。 ιf. Shannon， 
"Evolution of the Colonial Sterling Exchange Standard "， IMF Stαff Parers， Vol. 1. 
No. 3， April 1951， p. 338， n. 5 
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るシリング貨の名目価値〕よりも過高評価されることになる。TreasuryMinute 

の意図通りに「地金価値に従って」スベイン・ドルのスターリング換算を行な

おうとするかぎり， ソヴリン金貨の純金含有量とスベイン・ドルの純銀含有量

を計量し，当時の金銀比価に従ってソヴリン金貨に対するスペイン・ドノレの相

対価値を算出するという手続きでスターロング換算を行なうべき Cあった L

あるいはまた，このようなまわりくどい手続きを経なくても，ロンドンにおけ

る銀相場は λターリング表示苫れていたので(標準銀 1オンス =58.)， 標準銀

の純銀合有孟に対するスペイン・ドルの純銀含有量の比率を出して 58 を乗ず

れば済む問題であった。論者たちの非難はこの限りでは正しい。 Lか L，この

Minuteの措置はEしいとは言えないまでも，決して誤ったものであったとは

断言できない性格をもっている。たと史上記の手続きに従って正確な地金価値

の算定が行なわれていたとしても，イギリス本国と植民地との聞に市場の金銀

比価に大きな差異がある当時の状況のもとでは，科学的な算定といってもそれ

はほとんど意味をもたなかったからである。 18世紀末から西インド諸島で

doubloon金貨がスベイン・ドノレを駆逐していたのは， この地域では他地域に

比して極端に比価面において金に有利な幣制が施行されていたからであるし

逆にアジア地域で金貨が払底していたのはやはり極端に銀に有利な幣制が存在

していたからである。 1825年の統ーまでは，本国から各植民地の軍隊に支払う

スベイン・ドルのスターリ γ グ換算に著しい地域間格差が存在していたことは

このことの反映であろうへしかも M叩 ute 自らも鋳造価格で換算すれば 1

3にベイン. F}レ'"4s. 3.79d. となり，それゆえに 48.4d とするが， r過去永年

に亘って普及し亡し、る銀〔スベイン・ドノレ一筆者注〉の市場価格は 48.をめったに

超えなかったJ (Chalmen'i， ibid.， p. 418よりヲ|月J)とL、う認識をもっていたこと

は看過されるべきではない。このことは，当局が最初からスベイン・ドルを鋳造

7) 西インド諸島，アメリカ，アフりカ西海岸，ケ プ，モーリシヤス，ニニ」 サウス ウェ
ノレズでは草への支払いは1ノ、:入イゾ ドル当たり 4s.8d であったし， ジァーラルタルでは 4，
6d であ「介. c. f. Treasurγ Minute of 1825 CChalme目 ，iblιp. 417)。
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価格で評価すれば，市場価格に比して過高評価されることになることを承知し

ていたことの証左となるであろう。「内在価値に従って」という文言については，

現実の流通が正確にその通りに行なわれていないばかりでなく，彼我の金銀比

価に格差のあることぐらいのことは，すでに幾度も幣制の混乱に苦汁を飲まさ

れてきた当局が知らぬはずはなし字義通りにわれわれは解釈すべきではない。

とすれば，当局はこの聞の事情を熟知しながらも敢てスベイン・ドル等の過高

評価に踏み切ったというのが真相に近いであろう。これは，論者たちが一様に

指摘するような単純な誤謬ではなかったはずである。少なくとも，西インド諸

島からスヘイソ. O
O

んをはじめとする鋳貨が流通から婆を消していて，日常取

引きに必要な貨幣の深刻な不足状態がその地を支配していたことに対する救済

策が真剣に模索されていた点を無視して句既存の各種鋳貨の過高評怖の結果を

判断すべきではないだろう。 1838年に鋳造価格による換算を否定してロ :/f/'

の銀市場価格で換算した場合の 4s.2d.にメベイン・ドんを評価し直すように

1825年の Minuteの修正を勧告した JamesPenningtonの文言からわれわれ

はこの聞の事情を看取できるのである。そこでは次のようなことが述べられて

L 、tc。

「本国政府は過去永年に亘る西インド諸島の貨幣事情について重大な関心を

寄せている。これら植民地の極めて由由しい貨幣制度の状況とは，通常の流通

部面より，スベイン・ドルがほぼ全面的に消失Lてしまっており，変形鋳貨や

鋳貨のかけらがそれに代替していること， しかもこれら欠陥貨幣でもって Lて

すら国内の交換目的にとっての充分な量の確保が困難である ζと，である 0

・乙の制度目主要な誤謬と不便き心根源は，流通している金鋳貨が銀鋳貨に対

して相対的に過高評価されている点にあると思われる。商業世界の一般的な市

場では銀白金に対する比価はほぼ15.8対 1である。西インド諸島では， それぞ

れの島でそれぞれの名目貨幣にかなり大きな格差をつけているにせよ，そして

それぞれの烏の法規でいかに決められているにせよ 2 メキシコおよび南ア d リ

カの doubloon貨は実際には16ドノレと等置されている。これは，本国の造幣所
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分析官の試算によれば，それぞれの鋳貨に含有される純金と純銀との価値比率

がほぼ 16.48対 1になることを意味しているJ(Circular Letters (2) to Colon日

of 15th September 1838， No. 1; Chalmers， ibid.， p. 425-6より引用〉。とすれば，

Treasuryにある銀の過高評価は，金に対する銀の比価を高めることにあった

と見なしでも誤りではないことになるだろう。

幣制史を扱うさいに特に注意されねばならない点は，金銀鋳貨が正確に内在

価値に応じた交換比率で取引きされていなかったという現実である。彼我の金

銀比価の差は投機を誘発し，この投機が金銀比価の地域差を縮小させるはずで

あるにもかかわらず，現実には，慣習からくる選好の差ほ依然として残る L.

あるいはせいぜいどちらかの鋳貨のみが流通に残留するか，鋳貨の削りとりが

あるのみで，比価ほ地域格差を残したまま安定的に固定化してしまうからであ

る。先の Penningtonの改革は内在価値を測定し直して 1doubloon金貨=

15.36ドノレ=648.; 1ドル=4s.2d と修正したものである (Chalmers， ib1'd.， p 

426)。この修正後銀貨は確かに流通することになったが， これは比価算定の科

学的正しさに商慣習が従ったからではなく doubloon貨に比してソヴリン金

貨の徴章であるシリング銀貨が実質的に過高評価されたからに他ならないへ

8) すでに第3節で指摘したが. 1825年時点のパルパ Vスでは2つの特異な事情があった。 1つ
は dou¥武田n金貨が本位貨であり，それと等置されるスペイ γ ドル 16位は内在価値から話離

して， doubl∞nO)単なる徴章となりつつあヲたこと。 2つは， 1825年当時なお，スターリング
呼称の内容が本国の内容と一致していなかった乙とである。 たとえば. 1人ベイン ドル=65

4d と表現されるときj それは本国の基準に直せば 4s.2dのことになる。 HL型車は， 本国が本
国の基準に従って. 1スベイン・ドル=48. 4d と確定したことで， 本来l司 基準にない 6'

4d 去 4s.2dーとの呼称の同一性からあたかもスペイン・ドルが過小評価されてしまったような
錯角が生じたことである。 他方で 1doubloon=51 とハルノ什ずスでは表現していたことから，

ますます話はややこしくなる。現地呼称で 51 ならばそのHのスペイ γ ・ドルは 68.3dに等

置されるはずだが，本国が1スヘイン ドル4-8.4dの価格設定をしたので，本来過高評面さ

れることになった doublooIl貨が〔本国基準で 698.4d.)過小評価された錯誤も生んだのであ

る。結局パルハドスでは，通用しているッリング単位が本来のシリングより何%過高評価されて

いるのかが閉 bかにならなし、かぎり，幣制の改草などは不可能であったη また』パルパドス側か

らすれば，イギりスの鋳貨などは実際に通用していず doubloonとスヘイγ・ドルとの安定的

な吏換比率が 1816年にやっと成立したのに，今まで自分たちが慣れしたしんできた denomina
tjonal cu古田町であるシリングが現身とともにいきなりやってくれば， この吏換比率が控乱

される ζ とになって幣制白混乱要因としてしか現身のシりング貨を見なさな〈なる。事実，
Penningtonの改革で， 1 rloubloon=64 5.， ス ペ イ γードル=4s. 2d としてしまったと/
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しかし，これはもはや doubloonに対する補助貨としての性格ではなくなって

いた， と いう点に問題の重要性を見なければならないことを意味しているヘ

こ れは，決してロンドンの市場価格に比価がきや寄せされたからではなかっ

たのであり，小額銀貨なら何であれ， とにかく渇望されていた， と い う 急 迫 し

た事情が大きく関与していたのである〔注9 11参照〕。

いずれにせよ， 1825年時点での本国の思惑は銀の過高評価を敢て行なうこと

により，もっとも交換手段とし亡使用頻度の高い銀鋳 貨ω流通を促進させよう

とする点にあったであろうことは充分推劃されるのである。そして，そのこと

は γ リング貨そのものの位相の見極めを行なう試みのことに他ならなかったの

であるが， とは言え， 本国 Treasuryは補助貨としてのじ/リ Yグ 貨 の 性 格 を

ど ζ においても明示していなかった。この点章一重視するかぎ句， シリング銀貨

の補助貨としての性格の もつ 暖昧 さを 意識 的に 利用 しようとしたことも考えら

れる。本国では，支払制限 (405.)が設定されたうえで， 名目価値通りにソヴ

リン金貨との交換を保証されていたからこそ， シリング貨は安定した補助貨と

¥、き， これまで安定していた 1doublocmニ16スベインドルり関係がこれによって崩される ζ と

になる.呼称D混乱と本位賀 補曲債の混乱とがあいまって， 以下の本文にみるように植なら

ぬ政府経理部を相手と Lた投機が尭生することになったのである。上記で明らかなように， スペ

イγ ・ドルの対ソヴリン貨に対する科学的算定というものはほとんど意味をもたない。科j芋的算

定は現地の観念を破壊するし， その醍棋は正のまま幣制の混乱に連る。 ζのような混百は， 本

国経済との主世が密接になって〈るにつれてはじめて徐々に耕息に向かう性質をもっている。た

とヌば，そり後時代が佳過した 1848年 8月 21日に法令 (No.19司 tを出して， I同1.，'1奥til率 1

doubloon=51は認めない，と宣言しなければならなかったことは，事態の混乱がなお終息して

いなかったことを示すものであろう〔根拠となる数値は Chahners，o.ρ叫ん pp.55-7に出亡く

るものであるL 少なくとも，標準課 1オンス当たりの市場価格で換算すれば，なぜ正ししイ立相を

シリング貨が見出せるのかは， Shannonや Chalmersの論拠では解害になっていないことだけ

は確かである。とくにスベイン・ドル自体が名目貨幣になっていたパルノ、ドスでは，シリング

貨の位相の見極めは極し度に困難であったことを強調しておきたい。

9) γリング貨がごル J ミドスで流通するようになったのは， 1838年時点では， 'J、額銀貨がスミイン

ドルも含めて完全に払底していたからである。小額銀貨の欠乏の困難さを強〈訴えていたプラ

ンタ や商人目要求に応えて，本国は大量りシリング貨をこ白鶴貨白星白地に積送し， Hl;j~年に

このγリンタ貨を現地の呼称にあわせて ls.6%d.，と大幅に過高評価することによってはじめ

て流通しえた。 1848年にζむ異常事態の廃止， 1855年にシドニ一造幣周のオーストラリア ソゲ

リγ金貨り事入に成功し，ンリング貨が名実ともにその補助貨となることによって，やっとシリ

ング貨は流通に定着した。 ζζでも， Penningtonの換算率田修正が成功したと短絡視しないこ

とが重要である。 c.f. Chalme日 ，ibid.. pp. 56-7 
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なりえたのであるが，そのシリング銀貨を植民地に導入するさいには， ソヴリ

ン金貨の植民地流通が抑止されていたばかりか，シリング貨による支払いに制

限をつけていなかったことは，補助貨であるシリング貨が事実上の無制限法貨

として通用することを政府が期待していたことの証左とな石かも知れない。事

実，論者たちはこの点、を指摘する (Cl叫 mers，めid.，p. 32)。確かにスターリ'/!f 

手形との免換保証によりシリン F貨のソヴ Pン金貨に対する補別的性格は陪示

されてはいたものの，通常の日常取引きの部面で金貨との免換が自由でな<. 

しかも支払制限が設定されてし、ないと昔れば，商人により γ リング貨はソずリ

ン貨に対する補助貨としての性格よりも，単に地金価値に対Lて大幅に上廻る

名目価値を付与された無制限法貨としての性格のみが印象づけられたであろう。

自己の地金価値という点に関連づけるとすれば， ジリング貨の名目価値の過高

評価の度合いは，スベイン・ドルをはるかに上廻っていたのである 10)。当局は，

スター lJング手形との免換とし寸間接手段により，ソヴリン貨に対するシリン

グ貨の補助貨としての合法性をつ〈ろう裏で，シリング貨それ自体の過高評価

がスベイン・ドノレの地位にとって代わる安定した地歩を築くことを期待してい

たと見なすことも可能であるU)。

10) 当時のγリング緑黄は純銀関 7〆νイン古有しており， ソグり γ金貨は 113グレイ γの純金を

含んでいた (Chalmers，ibid.， p. 403， p. 405，および AppendixAより〉。西イ γド諸島の金銀

比価 15.36: 1 CCircular Leuers to Colonies of 15 th September 1838， No. 1; Chalmers， 
ib以， p. 426より)で換算すれば，スペイン ドルのソヴリ γ価直は 1L x3iO.9ム 113+15.36=干

4 s. 3.Jid となるのに， シリング貨のソヴリン価値は 11.x80.7+113--;-15.36ヰ 11.1d にしかな
らな角冶っ犬二

11) 事実上申本位貨がソグリン金貨ではな〈て，たとえば， doubloonやスペイン ドルである，

という植民地においては，シリング貨が現地む補助買になりえなかったのは，他の詩貨!cOJ正L

い換算に失敗したという面よりもヲそれが本位貨に対する簡明な可陣司日士になりえなかった，と
いう使用上旬不使さの側面の方が強、、E由であると思われる。たbえは， 182年代のモ リジヤ

スでは 1colonial dollar (軽量スへイン・ドノレ)=2 ~五cca rupees， ソヴリン金賞=5 colonial 

dollars という簡単な整数値で通用していた。 それぞれの持貨が地金価値か~$l離した計数貨幣

化していたのである。ところがソヴリ γ 貨は本国通りの11..シリング貨は正確にそ<0)1。として

呼称を本国の観意に基いて整備したうえで 1Sicca rupee=2 s. 1 d.， 1 colonial dollarニ 48.4d.，

左算定してし支えば Siccarupeeと colonialdollarとのこれまでのきれいな情数関需は破壊

されてしまう。政府がどう取り決めようと一般民衆は l ドル~2ルビーという簡単な観患を放棄

しなかったので、いきおい， ジリング貨をもっているものは，政府の支払いにのみそれを{i!'用ノ
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しかし，現実にはシリング貨は，後に日常取引きの段階でも金貨との免換が

可能となった西インド諸島でこそ流通するようになったが，金貨流通の全〈な

いアジア(セイロン，モーリシャス〕の地では皆目流通しなかった。しかも，

他ならぬ植民地の主計官の手でy リング投機がなされてしまったのである。こ

の段階での投機は地金価値以上に名目価値が高かった巴/リング貨の性格に対し

てではなく，補助貨シリングが体現するソヴリン金貨に対するスベイン・ドノレ

の過高評価，したがってまた，さらに過高評価されることになる doubloon金

貨とL、う要素と， シリング貨が doubloon-ドルの交換レ トと適合した位相

を占めなかった事態に対してなされたものである。

たとえば Penningtonの先の報告にもあるように，酉インド諸島ではすで

に doubloon金貨が本件となっており，スベイン・ドノレは流通から姿を消して

いたのであるが. なお 1doubloon = 16 スベイ/~ドルの交換比率観念に支配

されていた。本国政府がこの doubloon金貨のスターリング換算率を明示 Lて

いなかったことから， 事実上 1doubloon貨は 69s.4d.とならざるをえなかっ

た (1λベイン・ドノレ=45.4d なので 4s.4d.X 16=695. 4d.)。ここに投機の発

生因が伏在する。投機は doubloonを本位貨としている西インド諸島やジブラ

ノレタルでもっとも大規模に行なわれたのだが，投機者は他ならね軍の主計官で

あり， Treasuryの銀経程部に対して行なわれたものである。すなわち，新し

いシリング銀貨が本国から到着すると， 主計官は 1doudloon金貨でこのシリ

ング貨を 69s目 4d.分購入する。このシリング銀貨はシーんをはずされずに箱詰

、、、し，民間取引き部面における使用を拒否する。抜け目のない投機筋だけが，建前通りに行動する
政府に対して投機を行なうのである。もともと計数貨幣化した補助貨は本位貨に対する可除部分
の呼称の簡明さむ要請によって白熱尭生的に生み出主れたも0であることを繕みれば，本位貨の
異なる地域ではシリング貨が補助貨幣になりえなかったことは当然である。万一ストラリア ソ
ゲリン貨の流通を認められた画インド諸島やオーストラリアでのみシリング貨が補助貨になりえ
たのはこD聞の事情が物語っている。結局，シリソグ貨田導入とは，慣習化L地域聞に極端なパ
ラつきのあった各種鋳貨の比率を正確に換算するためり尺度。導入にしかすぎなかったのであ
り，実際の補助貨と Lては各植民地の本位貨に従った簡明な可除部分になる轟貨を新たに韓造す
るしかなかったのであるロ ここに anchorInoneyの考え方への復帰が試みられることとなっ
た.数値については Chahners，噌 cit.，pp_ 363.-4，堂開。
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めのまま本国に送還され doubloon金貨あるいはスペイン・ドノレと交換され

る。本国では 1doudloon = 69s.4d.， 1スベイン・ドル=4s.4dではなしそれぞ

れL645. と 45.2d.であったので，西インド諸島内部でそれぞれの鋳貨を購入

するよりもより多〈獲得することができたからである。ダブノレーン投機で 8%

の粗利益，スペイン・ドル投機で 4%の粗利証をあげることができたことにな

る。両者を結合させれば.doubloonりスターリングに対する過高評価分5s.4d.

の投機利益をあげる乙とができたのである。あるいはまた doubloon金貨で

獲得したシリング銀貨をもって Treasury宛スターリング手形を購入するだけ

でも(スターリ γ グ手形が充分に存在している場合に限定されるが)，同様の利

益が発生する。少なくとも西インド諸島では経理部に対する投機が大規模に行

なわれたために， シリング貨は全〈通常の流通ノレートに入ってくれなかったの

である。事実， 1827年 1月に本国の Treasuryは軍の兵姑部 (Commissariat)

に次のような苦情を言っている。 Iイギリスの銀貨は軍の経理部から主計官や

その他のものたちに手渡される ζ となく一一一手渡されることによってイギリス

の銀貨は流通に入りうるにもかかわらず一一一， Treasury宛手形と突換に軍の

経理部に戻されるだけであるJ(Chalmers，品id..p. 26より〕。このようにして，

1825年の措置は植民地の貨幣混乱を終息させるどころか，混乱に拍車をかける

ことだけになってしまったため，先述の Penningtonの1838年の修正案が出き

れることになったのであるが， しかし， これとて修正案の意図とは異なる要因

からやっと、ンリング貨は流通に入ることになったにすぎなかったことも上記で

指摘した通りである。

他の地域では西インド諸島のような大規模な投機こそ行なわれなかったもの

の，海外支払いには過小評価されたイギリ只の銀貨があてられて流出L..受取

りには過高評価されたスペイン・ドんなどの他の鋳貨が流入するようになった

いスターりング手形の発行条件である 3%の手数料が高すぎたために，シリ

ング銀貨は海外に積送されていた。たとえば，セイロン総替の w.Hortonは

本困宛に「との継続的な流出に対処するためには，今後年間 1万ポンドを送金
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してくれることが必要であるJ(Despatch No. 108， dated 20 December 1832 from 

the Governor of Ceylon to the -5ecretary of State for the Colonies con臼inedin 

volume 88 of the Colonial Office， 54 series 以下 CO54(88. G 108 01 20(12/ 1832 

のように表示する。日A.de S. Gunasekera， From Dependent Cutγency to 'Central 

Bm出"ngin Ceylon， G. Bell and Sons， 1962， p. 11より)， と要請している。

ζのようにすぐさま本国に送還される、ンリング貨を植民地に流通させようと

すれば，本国が根気よ〈この γリング貨を幾度も植民地に積送する必要があっ

γ三のであるが， 西インド諸島で懲りた Treasuryは Hortollのこの要求を拒

否 Lた。 Treasury のこの回答は， I年々の送金という煩わしいことをせねば

ならないようなイギリス銀鋳貨は充分な目的を達成しているとは思えなL、」と

前置きしたうえで， Iインド鋳貨ないしは外国鋳貨をその内在価値に従って流

通き廿るととや認めれば， 流通手段の供給としては充分であるJ (Treasury 

letter， dated 22/6/ 1833: co 54/132， Gunasekera. ibidι11より)というもはや諦

めきった口調で述べたことから判断するかぎり， 1825年の試みの完全放棄の意

図まではなかったにせよ，性急で強引な措置はもう採りえぬことをこの段階で

は思い知らされたのであろう。 Penningtonの改革案を受け入れてその後本国

は1838-44年にかけて全外国鋳貨の換算の修正作業を行なったが，ここセイロ

ンでは， Penningtonの改草に先駆けて1833年に Siccarupee， Madas rupee， 

Bombay Tupee，スベイン・ドノレについて，それぞれ， 2s.1d.， 1s.l1d.， 1s.l1d.， 

4s.4d.，であったものを， 2s.， Is. 10d.， Is.10d.; 4s.2d.，へとすでに修正を終え

ていた。しかし，酉インド諸島とは異なり，セイロンでは換算率の修正後もシ

リング銀貨は全く流通しなかったのである。たとえ，諸鋳貨の中で V リング貨

が正しい換算率を見出していたにせよ，七イロンはあまりにもルピー銀貨圏で

ある fンドの影響を強〈受げていたからである。セイロン政府ほ vリング貨を

流通させるよりも，対インド貿易赤字で流出しがちなルピー銀貨をL、かに調達

するか，という点にのみ当面の関心を移きざるをえなかった。これは次節でも

検討するが，対イギリス貿易の黒字，対インド貿易の赤字という構造をもって
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いたセイロンでは， そもそも Treasury 宛λターリング手形の発行と圏内の

鋳貨流出防止とは直接的にも結びつかないものだったのである。このスターリ

γ ク相手形はむしろインド側で求められていたのであり，政府は他ならねんピー

を求めて手形を売出すありさまであった。 しかし， 現実にはルビー銀貨が主

要交換手段に用いられながらも， 商取引き， および政府取引きの契約はスタ

ーリング表示でなされるといういびつな状況だけが， 1825年の後遺症として残

されたのである凶。昔、えにくとも，本国の補助貨が植民地でも安定した補助貨と

しての地位を占めるためには現地で金との交換が自由であるか，あるいは地域

的通貨圏の影響を遮断できるほどスターリン F手形の介在力が充分強大である

ことを必要条件にするのであって，決して内在価値の科学的に正しし、算定のみ

ではオーノレマイティではなかったことをわれわれはここで確認すれば充分であ

令。

VI ロン Fン宛スターリンゲ手形の支配力

前節で，1825年の TreasuryMinuteJ がもっていた 5つの結節点のうち，

各種鋳貨のスターリング換算と金鋳貨との関係，という 2つの結節点に伏在し

ている問題点を検討したが， この節では本国の Treasury 宛スターリング手

形の問題を扱うことにする。

Chalmers (0ρ口t.，p. 25)にしても Shannon(“ Evolution of the Colonial Ster 

ling Exchange Standard ぺIMFStaff Papers， Vol. 1， No. 3， April 1951， pp. 351-4) 

12) 18伍午，ときの七イロ γ総督 HerculesRobins聞は木田の植民省宛に次回ょう仁書き送っマ
いる， rここでは，過去3C年の間，インド白ルピ が実際上申目的から富の唯一の尺度であった。
いまや/レビ は自己の補助貨をもっこの植民地の現実刑金属鋳貨である。ととろが帳簿や貨幣取
引きはイギリスのシリングの呼称でなされている。しかし契約された負債は1ルビー=28 の割
合でルピーで支払われている。しかも，私の知るかぎり，こりような慣行は何bの公的認可を受
けたもりではないのであるJCSessional Papers in Ceylon， 1 of 1869; Gunasekera， op. cit.， 
p. 13より)。この訴えに基吉本国は theOrder-in.Council of 1869で，呼称すらノレピ で統一
し， Cornpany's Rupeeを唯一の無制限法貨であると宣言し，y，ルピー， 河ルビー， 対ノレビー
をその補助貨と認めたのである。 1836年9月の Horton IJ)措置はこ ζ にはじめて法的恨拠を与
えられて追認されたU
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にしても， rスベイン・ドノレの過高評価」と rdoubloon金貨の算定をしなかっ

た」点をr1825年の TreasuryMinuteJの主要な欠陥を見なし， スターリン

グ手形の問題についてはs それがー率 3%のプレミアムという硬直的なもので

あった点のみを指摘して 3 これは「小さな誤り」であったと片付けるだけで，

それ以上の判断を放棄しているのであるがs 植民地の貨幣吉凶内通用にのみ限

定して，対外決済にはこの手形を使用させ，あわせ亡手形の使用により本国の

幣制と間接的に結び一つけて補助貨の名目価値を維持することを狙ったという意

味で，スターリング手形り発行システムのもっている意義は Minuteが意図

した幣制のもっとも基幹的位置を占めるはずのものであった。この手形発行の

失敗は決して「小さな誤り」ではなかったのである。

補助貨ンリング， あるいはその他の外国鋳貨の Minute で定められた名目

価値をスターリング手形によって維持するという志図が効を奏するためには，

鋳貨の対スターリング換算率の園内固定が生み出す鋳貨の外国為替相場変動へ

のさや寄せをどう切り設けるかという点に全ての鍵が伏在していた。

事態は以下の通りである。シリング貨の国内における専一的流通は存在して

いなかったので，現実にはたとえばルピー銀貨の国内価値の固定とルピー銀貨

の対スターリ γ グ外国為替相場の変動との間隙に生じる撹乱を防ぎえたか苔か

ということが問題となる。セイロンでは， 1825年から1833年にかけてlli，8951

のイギリス銀貨が輸入されたのに対L， 150万L の政府スターリング手形が発

行された (Chalmers，-ibid.， p. 355)。 先述のように νリング銀貨はすぐさま本国

に送還され，セイロン自身は対本国との収支では順調であったことを鑑みると

き，このスタ リング手形はインド尚人によってイギリスへの送金のためにコ

戸ンポにおいてノレピ 銀貨で購入されたものと思われるzへたとえば，インド

13) まだ七イロンのプヲン7ーシ zンがそれほど急進展せずインド南部の土着の融行車CllettwH;
のもつ資金力で充分金融を与えうる間は，セイロンの外国為替の問題はそれほど深刻」なも Dでは
なかったロインド人 Chettiarsは東イ γ ド会社およびインドAgencyHouse との金融取引き
の必要上，セイロン政府の発行するスタ リング手形を喜んでルピ を対価に購入していたから
である。したがって，セイロンの商人たちは.Chet岡市からルピーの融資を受けて，対イ γ ド
i黄金を賄うことができた(セイロンは対イギリス貿易黒字対インド貿易赤字)。ところが皮肉ノ
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のカノレカッタにおける Siccarupee の対スターリング相場がセイロンにおけ

る Siccarupeeの対スターリング基準換算 26.からカルカッターコロンボ聞の

ルピー貨の現送費およびセイロン政府発行のスターリング手形購入のプレミア

ム1.5%分をヲ|いた値(具体的には 16.llb.この時すでにプレミアムは引き下

げられていた〕よりも低下すれば，カノレカッタの商人はイギりスに送金するため

にカノレカッタで東インド会社発行のスターリング手形を購入するよりも，ルピ

ーをコロンポに現送して， 28ーの換算率で現地貨幣と交換し，その貨幣でもって，

コロンポで1.5%プレミアムのスターリング手形を購入してイギリ λ への送金

を履行した方が有利となる。セイ υ ンではスターリング手形の発行が対価とで

きるのは，イギリス銀貨と銀および紙幣の rixdollarsをまず原則としており

(1 rix dollar=ls. 6d.， Secretary of State Despatch of 14/3/1825: CO 54/88， Guna. 

sekera， op. cit.， p. 10より). 政府の公的支出必要額に上記の通貨の経理部への

払込額が達しない F舎にのみ，スベイン・ドルや特種ルピー貨に対して主スター

リング手形を発行できるとし、う規定があったためのunasekera，ibid.， p. 10)，カ

ノレカッタから流入してきたノレピー貨はシりングや rixdollarに交換されて，こ

の交換された鋳貨が政府の経理部に入り，大量のルピ←貨がイギリス銀貨を一

時的にではあれ，流通から一挙に駆逐する形になる。このような状態が1825年

から1836年まで続き，大量のスターリング手形が発行されたという手形発行面

ではまずまずの成果を挙げた反面で，流入してきた大量のルピー貨によりイギ

ロス銀貨が流通から押し出されるとしづ不満足な結果も生み出されたのであるo

、にも東イ γド会社。手になる1835年の強引な幣制統ーによって，混乱した各種持貨の両替を主と

した資金源にしていた CheuiaISは急速に困窮イじすることになったことと，セイロ γのプラ γテ

ション自体の急成長に Chettiars1v資金が追いつかなかったことが，セイロンのルピ 不足を

深草川じさせる原因となった圃セイロンにおける Chettiars白活動については H.A. Andree， 

“l'he Progress of Banking in Ceylon "， dated April1864 in F.町 'gU$on'sCeylon Directory 

1876-78， pp. 86-8，参照D インドの幣制改草と Chettiarsないしは Shroffs(やはり北インド

の士着銀行家ヲの没落との因果関係の分析については. H. Sinha， Early Eurotean Banking 
zn lndia， 1927.即 167-207，参照L 土着銀行制度そのもりに関する唯 のオリクナルな研究に

ついては. L. C. Jain. lndigenous Banking in India， J 929 なお，ごの Jainの著書の要約

については，大阪商科大学銀行業務研究室〔主任，小泉討太郎)~印度目銀行制度~，研究室漂報
第 1冊，昭和 6年，第2編，がある p
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ところが， 1836年の後半になると状況は 変する。上記のこととは逆の事態

が進行したのである。すなわち， カルカッタの Siccarupeeの対スターリン

グ相場が大幅に上昇すると，セイロンでは Siccarupeeがおに固定されてい

るのに，カノレカッタでスターリ γF手形に交換すればそれ以上の価値で評価さ

れることになるので，ノレピーはより高いスターリング相場を求めてセイロンか

らカノレカッタに流出する。セイロン内の rixdollar およびセイロン政府手形

を保有している商人は政府の経理部にこれら通貨を提示 Lておの相場で Sicca

rupeeと交換して，それをカノレカッタに積送するのである。このよう広，今度

はセイロン国内から大量のルピー貨がカノレカッタの方へ流出する ιとになった。

この時，セイロ yの流通から金属鋳貨は完全に払底してしまったという (Chal

mers，οp. at.， p. 356)。 当時りカルカッタにおける Siccarupeeの対スターリ

γグ相場は2s.2dだったのであるくGun田 ekera，噌 cit.，p. 12)。慢性的な財政赤

字に悩んでし、たセイロン政府は相場の如何にかかわらず， とにかくルピーを調

達しなければならなかった状況にあったので，セイロン政府にとっての非常に

不利な相場で他ならぬカノレカッタにおいてスターリング手形を売ることを余儀

なくされたという (Gunasekera，ibid.， p. 12)。しかし，せっかくカノレカッタから

調達したノレピーも政府から商人の手に渡るや否や，セイロンの対インド収支逆

調のために直ちにインドへ流出してしまい，セイロンは厳しい貨幣不足に陥っ

たのである (Chalmers，，Jp 臼九 p.356)。

この事例は，セイロンの貨幣事情がインドの外国為替市場に決定的に影響さ

れること，すなわち，イ y ドの外国貿易の規模に比べると，セイロンの圏内経

済の規模など取るに足らなく τ，インドの貿易動向いかんによって，セイロン

に流通している貨幣が一瞬にして吸い上げられてしまったり，逆に一挙にルビ

ーの雪崩れ的流入が生じたりするという不安定な状況に常に置かれてL、たιと

を示すものである。とくに，インド自体が世界貿易における圧倒的な黒字を恒

常的に出すように宿命づけられていた構造であったこと， そしてセイロンは対

インド貿易収支の恒常的赤宇国であったという当時のインドーセイロン関係を
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踏まえるとき， 1836年後半のセイロンの深刻な貨幣不足は恒常的に繰り返され

るであろうことを当局に認識させたのである。しかもこのことは，インドのよ

うな大経済圏の対スターリング為替相場自体を東インド会社手形の介在により

安定させなし、かぎり，セイロンのような小さな植民地の幣制の安定は実現しな

いことを本国政府に思い知らせることでもあったH)。

インドの幣制からできるだけ距離をおいて，シリング貨の導入 rixdollar 

貨の流通というような独立した幣制をもとうとする意図をセイロンが放棄した

のは，まさに乙の人変動の起こった1836年 9月であった。この年の 9月26日ヒ

イロン続督の Hortonは総督令でイ γ ドの新しい鋳貨 Company's Rupee が

この日をもって2s と Lて通用すると声明 Lたのである (Chal立町丸山~l.， p目的a

これは例に上って，国内の鋳貨不足の解消を図るために大幅に過高評価された

ものであった (7.5%の過高評価〉。さらにインドの1835年の幣叡統一の機会を

生かして，セイロンを実質的にインドの幣制に帰属させることによって，少なく

とも対スターリンク'外国為替相場のカルカッタ，ボンベイ聞の格差がひきおこ

す貨幣への撹乱的影響から逃れる ζ とを意図していたのであろう。この措置は，

貨幣大権のない植民地総督の独断先行で違法なことであったがそのまま黙認さ

れ， 1869年 6月18日の「枢密院勅令J( the Order in Council)によって正式

に法的に追認されたものである。このようにして，実質的には1836年 9月26日

をもって， セイロン仁おいてはr1825年の T向 山 山-yMinuteJの意図した方

針は破棄され， Company' s Rupeeが本位貨となることになった。当然大幅に

14) 19世杷アジアにおける剤国為替の問題を基本的に特徴づけるものは，ヨーロツハにおけるよう
な割引市場が完全に欠如Lていることであった。 ζのため植民地銀行は購入した手形を期限まで
探有せねばならなかったのである。この欠陥を償いながら貿易金融を与えるには，為替手形のロ
ンドンへの郵送を行ない， ロンドンにおいて引受→割引D手続きを経ねばならなかった@貿易金
融の基本帝は，受託者が直接に主払約束をしたものにかぎり荷受人同振出し為骨子形の発行を認
めるという形態と，ロンドγ の銀行の信用を受けて為替手形を対価に委託者が支払し、を受けると
いう形態の 2種類であった.いずれにせよ， ロンドンの信用と直結した大植民地銀行自設立が梓
わぬかぎり， アジアD幣制は貿易の変動から〈る混乱D悪循環を断ち切れなかった白である。
c. f. W. F. Spalding， Eastern Exchange正urrency副 dFinance. 4 th ed.， 1924， pp. 4-5， 

幸照。
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過高評価されることになった Company's Rupee は短時日のうちに Sicca

rupee， シリング貨 rixdollar を駆逐してしまった。依然として商取引の

呼称はスターロング単位で計算されていたのに，使用される貨幣はルビーとい

う変則状況もますます顕著になったのは言うまでもなし、。そしてまた. v!Jン

グ貨， あるいは rixdollar貨を国内流通にとどめる役割を担うはずであった

政府によるスターリング手形は，所期の目的を全く喪失して，単にセイロン政

府の財政資金調達手段に転落してしまったのである。

もともと，植民地内部の流通手段を供給する ζ とと，供給した流通手段の対

外的・対内的価値を保証することとは全〈別の機能であったし，M叫 U白の意

図していたシステムにおいては，スターロング手形の発行は後者の機能のみを

担う予定でしかなかった。しかし，政府の財政資金調達にスターリング手形が

使用されることは，資金供給の役割をスターりング手形の発行が担うことを意

味しており，この面が前面に出てしまうと，スターリング手形の本来の機能=

交換手段の価値維持という側面は後退を余儀なくされてしまうのである。しか

し7 本来，公的，私的な資金需要に対応する通貨の弾力的供給体制の整備は別

の手段に委ねられねばならないはずであり，そのためにも資金をプールさせる

組織の設立・発展が絶対に必要だったのである。これを民間の商業銀行に委ね

るのか，あるいは資金供給自体も政府機関に委ねるのかといった点に問題の岐

路は存在していたのである15L

また，たとえスターリング手形による介入政策を国内通貨の対外価値維持に

限定するといっても，一方的な発行のみではなく当局自らがスターリング手形

の売買を通して外国為替相場り安定士図るといった制度の整備も必要 Eあるこ

とが，上記の経緯の中で少なくとも認識されるようになっていた。しかし，そ

15) アシアにおける植民地銀行の設立にもっとも執劫にa対Lたりは耳吉インド会社でめり， シティ
との結びつきをすでに強化していたイント1および広東の大商社だったのである。しかも彼ら弔
意見はかなり Treasuryの費意を得ていた。A.S. ]. Baster， The !mpe門 "alBanks， 1929， 
pp. 13-6.，および Baster，“Originof British Exchange Banking n China "， Supplement 

to Econornic Journal: keono7YIic H付加でν，Vol. III， No. 9， p. 140，参照固
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のためには現地貨幣のストックを植民地に，ポンドのストッグをロンドンに置

いて，両セグターで手形の売買が遂行されること，その量も貿易の大ききに充

分対応できるほどのものでなければならないことが必要となり，その客観的条

件が成熟するにはなお多くの歳月の経過を要したのである。外国為替相場の安

定が本国に拠点をおく資本により強く要求されるようになれば，園内通貨供給

の弾刀性が拘束され.国内通貨供給の弾力性を確保しようとすれば，為替相場

の変動l隔が大きくなって政府財政の圧迫要因となる，というジレンマは19世紀

中莱までの弱小な植民地経済の宿命であった。しかし，通貨政策のこの両機能

の境界を確定する作業自休が，乏 Lい資金しか動かせず，通貨供給どころか自

らの財政資金の調達さえおぼつかなかった弱小な楠民地政府の手に余ると正で

あって，通貨のジレンマはいつまでも重苦しく植民地の上に覆い被さったまま

だったのである日」

その間隙が埋められないまま時が経過するにつれて， とくに土着経済が深く

根を下している地域にあっては，外面貿易に直結した金融組織と土着金融組織

との聞の絶縁という悲劇が醸成されて行くことになる。次節では資金供給の ζ

の弾力性の問題を検討することにしよう。

(この稿未完〕

16) そもそもは，東インド会社の homechargcsを賄うためにロンドンで発行されていた東イン
ド会社のノレピ一手形と町東イ γ ド会計向身の悶政資金孝子酷うためにカノレカッタで発行されていた
スターリング手形とが次第にインド幣制D基幹的部門に成長して行き，イ γ トがイソド省に帰属
するようになってからは，イン}古ず形と逆インド省手形とり組合せが整然主した行政措置の体
系を形づ〈るようになっていた。後にケインズによってその童盟主性を強調されたミOシステムに
全面的に依存して，世界の註目を栴ひ7こ金為替本位制が創設されるよLとになる。イギリ λの植民
地通貨制度の代名詞になってしまった currencyboard systemもこのインドの経験を主として
採り入れたものである。インド省手形の監史とその機能については， Mernorandum on the 

Sale of Coullcil Bills and Telegraphic Transfers. Submmitted to the Royal COmmiSSIOn 

on lndian Finance. by F. W. Newmarch: Royal CommissioJ1 仰 IndianFinance削 d

Cu庁で冗CY.1914 Ccd. 7070)， pp. 217-33，毒W~L


